
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  ゴルフ会員権に対する貸倒引当金の計上           

Ｑ：ゴルフ場経営会社について更生手続開

始の申立ての事実があった場合、ゴルフ会員

権の帳簿価額の50％相当額を個別評価の貸倒

引当金に繰り入れることができますか？                           

                                              

Ａ：繰り入れることはできません。 

【解説】 

法人税では、金銭債権に係る債務者につき

会社更生法の規定による更生手続開始の申立

てが行われた場合に、その金銭債権の額の

50％相当額を個別評価による貸倒引当金に繰

り入れることができることとされています。 

ところで、預託金制ゴルフクラブの会員権

の法的性格は、会員のゴルフ場経営会社に対

する契約上の地位であり、施設利用権、預託

金返還請求権、年会費納入義務等を内容とす

る債権的法律関係であるといわれていますこ

とから、退会の届出、預託金の一部切捨て、

破産手続開始の決定等の事実に基づき預託金

返還請求権の全部又は一部が顕在化した場合

に限り、顕在化した部分について、金銭債権

として貸倒損失及び貸倒引当金の対象とする

ことができることとされています。 

したがって、ご質問の場合、経営の継続を

前提とする更生手続開始の申立てについては、

通常、会員契約はその手続の中で解除されず、

退会しない限りゴルフ会員権は金銭債権とし

ての性格を有することにはなりませんので、

会員権の帳簿価額の50％相当額を個別評価に

よる貸倒引当金に繰り入れることはできませ

ん。 
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